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いろいろ情報

　2020年度のはじめにあたりまして、地域福祉の向上を目指し、ご挨拶申し上げます。
私も６月に会長に就任以来一年になろうとしています。昨年を振り返ってみるとは相変わ
らず自然災害の多い年でした。特に台風１９号が上陸し大雨により大きな被害に見舞わ
れました。また、長年多くの皆さま方に愛されご利用いただいたデイサービスセンター諏
訪が３月末をもって閉所となりました。ご利用いただきました皆さま方に心よりお礼申し上
げます。今後はデイサービスセンター南畑とみずほ台をより充実したサービス提供に努
めてまいりますのでご支援とご協力をお願いいたします。
　今年は、はじめから新型コロナウイルス感染症の世界的な大流行により、多くのイベ
ントや総会などが中止になっております。社協でも２月に予定されていたふれあいバザー
は中止、また３月に予定されていた評議員会が開催できず、2020年度の事業計画・
予算が書面決議により承認をいただきました。
　現在、社協では新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例貸付の受付相談窓
口を開設しております。
　新型コロナウイルス感染症が一日も早く終息することを願うと共に、市民皆さま方の
益々のご健勝とご多幸を心よりご祈念申し上げましてご挨拶といたします。

実績 月 ２　月

派遣件数
個 人 ２８件（１３件）

３６件（１８件）

７７人（３４人）

３　月
５１件（１７件）
７件 （３件）

６４人（２１人）

４　月
４３件（１３件）
　８件（　２件）

５４人（１７人）

団 体

延 通 訳 者 数

＊（　　）の数字は三芳町への派遣分

　福祉に関する相談をしたい・社協の事業について
聞きたい・住んでいる地域の色々な課題を聞いてほ
しい・お買い物ついでに・近所だから・・・など、
理由はなんでもＯＫ♪
お茶を飲みながら職員とお話ししましょう。
お待ちしております。
日にち
　　6 月 23 日（火）ウエルシア富士見鶴瀬東店
　　7 月 28 日（火）ウエルシア富士見鶴馬店
　　8 月 25 日（火）ウエルシア富士見鶴瀬東店
　　9 月 29 日（火）ウエルシア富士見鶴馬店
時　間
　　10：00 ～ 12：00

　富士見市内で雑貨店を経営されている神谷淳弘さ
まより「新型コロナウイルスの感染防止対策に役立
ててほしい」とマスク約 2 万 2 千枚の寄付をいただ
きました。特にマスクを必要とする高齢者施設や障
がい者施設などに配布し、有効に活用させていただ
きます。本当にありがとうございました。

＜一般寄付＞

695
＜物品寄付＞

＜指定寄付＞

＜フードバンク＞

＜子ども未来応援基金＞

富士見市社会福祉協議会HP

写真　左：神谷淳弘さま　右：新井会長

あきひろ

※新型コロナウイルス感染症の状況により中止となる場合があります。

　富士見市社会福祉協議会では、市内店舗などにご協力
いただき、「ふれあいの箱」という卓上募金箱を設置さ
せていただいております。
　2019 年度は合計 25,885 円の募金をいただきまし
た。ありがとうございました。
協力店舗（敬称略）
諏訪／ゆんたく亭●上沢／丸上ストアー●渡戸／渡戸 3
丁目集会所●鶴瀬西／みはる美容室●鶴馬／ケアセン
ターふじみ●西みずほ台／クリーニング ベル、吾妻寿
司、ヒロテスポーツ、ヒロテ文具●水子／大應寺、やな
川●貝塚／美代寿司

次回は社協だより

秋号（10月１日）になります
社会福祉法人
富士見市社会福祉協議会 会長　新井　幸雄　　　　
富士見市大字鶴馬1932番地7
市民福祉活動センター「ぱれっと」内

発行発行

※上記以外にも多くの皆さまに寄付をいただきました。ありがとうございました。

TEL　049-254-0747
FAX　049-255-4374

会　長
新井　幸雄

会長あいさつ

　新型コロナウイルス感染症拡大の状況を踏まえて、富士見市社会福祉協議会が主催する各種事業の

開催を中止、または延期する場合がございます。館内掲示・社協 HP などで状況をお知らせいたしま

すので、必要に応じてご確認いただきますようお願いいたします。

　また、緊急小口資金と総合支援資金の受付相談は４月より富士見市社会福祉協議会でお受
けしております。新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金にお困りの方は専

用の携帯電話番号へご連絡ください。

　来所相談は完全予約制となりますので、お電話にてご予約の上ご来所ください。

専用携帯電話番号：090-6303-8918 または 090-6304-8537
★受付時間：月～金 9：00 ～ 12：00

　
　
※窓口混雑につき、つながりにくい場合もございますのでご理解ください。

新型コロナウイルス感染症
富士見市社協の対応について
新型コロナウイルス感染症
富士見市社協の対応について

13：00 ～ 16：30



成年後見制度の専門相談窓口を設置しています
日程については社協のホームページにあります

★ひとり暮らしで認知症になったら財産の管理や契約をどうすればいい?
★知的障がいのある子どもの今後が心配
★高齢になった時の安心のために何か方法があるの?　　
等々の相談員による専門相談を受けます。？成年後見制度とは

成年後見
制度とは

リウマチや脳出血、脳梗塞の
後遺症など 歩行が不自由で苦痛な

生活を強いられている方

400

9,1169,116人人（2020年4月末日現在）

■あいサポート運動■
　あいサポート運動とは、障がいについて理解し、
日常生活でちょっとした手助けをして、誰もが暮ら
しやすい地域社会を皆さんと一緒に作っていく運動
です。この運動を実践する方を「あいサポーター」
と言います。
　毎月実施していた「あいサポーター研修」は、新
型コロナウイルス感染症拡大防止のため、現在は当
面の間、開催を中止しております。今後の開催状況
については、市や富士見市社会福祉協議会のHPに
てお知らせをさせていただきます。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止による外出自粛要請を受け、受付期間を 2020 年 6月 30日（火）まで延
長いたします。（更に延長となる場合もあります。）
　なお、登録説明会、ボランティア活動の再開日程は現在のところ未定です。今後の予定につきましては社協
HP、また、登録者の方々にはお便りにてご連絡させていただきます。

■あいサポ　プチ講座■
～日常のちょっとした配慮があれば、
　　　　　　　　　あいサポーターへの第一歩！～

・横断歩道で、白杖を持った方を見かけたら、
　「青ですよ！」と声掛け！
・自転車のベルを鳴らしたのに、よけてくれない方
がいたら、「もしかしたら聞こえないのかも・・・」

・点字ブロックの上に自転車などがあったら、
　ちょっと移動！
・車いすマークの駐車場には止めない！
・内部障がいの方は、見た目ではわかりにくいので、
『ヘルプマーク』も手助けの目印！

■富士見市・三芳町あいサポーター数

　富士見市社会福祉協議会「成年後見センター☆ふ
じみ」では、認知症や知的障がい、精神障がいなど
の理由で判断能力が十分でない方が、地域で安心し
て生活できるよう、暮らしをサポートする担い手を
養成しています。
【日　時】2020年 10月 6日（火）から
　　　 　12月 3日（木）のうち13日間
【場　所】福祉活動センターぱれっと
【定　員】20名
【受講料】テキスト代7,040円（予定）

【申込条件】①富士見市に在住の20歳以上の方
　　　　　②すべての講座に参加できる方
　　　　　③市民後見人として活動する意欲のある方
　　　　　※受講決定前に面接を行います。日程は
　　　　　　別途ご連絡いたします。
【申込方法】富士見市役所、福祉活動センターぱれっ
とにある申込用紙に必要事項を記入のうえ、社協窓
口にお越しください。※社協ＨＰからダウンロード可
【主催】富士見市・富士見市社会福祉協議会
【問合せ】富士見市社会福祉協議会049-254-0747

講師：大学教授、医師、弁護士、司法書士、社会福祉士、
家庭裁判所、富士見市、富士見市社会福祉協議会
※他、レポート提出あり（3回）

　市民後見人として活動している
　　伊藤茂さんにお話を伺いました
「定年退職後は地元で社会福祉関係の仕事をしたい
と思っていました。平成 25 年に社協の市民後見人
養成講座を受講し、修了後は受講した仲間と社協の

『あんしんサポートねっと』で高齢者支援を行いつつ、
社協が法人として受任した成年後見の担当者として
活動してきました。今後増加していく認知症高齢者
の支援を、社協と共に市民後見人が担っていく必要
性を感じていましたので、今回個人で後見人を引き
受けました。責任の重さとやりがいを同時に感じな
がら、本人の要望に耳を傾け、施設入所契約締結や、
銀行口座から生活費等を引き出して定期的に届ける
支援を行っています。」

“地域”のラジオで“福祉”を発信！
「チカラジオ」が 2020 年度よりスタートします！
富士見市、ふじみ野市、三芳町の社協職員のトークセッションにより
『地域の今』や『地域福祉』について楽しく情報を発信します。
協　　　力：発するFM
チャンネル：FM84．0MHz
日　　　時：原則毎月第 3火曜日　12：30～ 13：00
※開始時期については社協ＨＰでご案内いたします。

詳しくはこちらの
QRコードをご覧ください。
三芳町ふれあいセンターブログ

養成講座カリキュラム

10月6日（火） 開講式・オリエンテーション・成年後見概論・成年
後見各論10：00～15：00

10月8日（木） 民法の基礎・成年後見制度と市町村責任、成年後
見制度利用支援事業・地域福祉、権利擁護の理
念、日常生活自立支援事業・対象者支援（高齢者）10：00～17:00

10月13日（火） 市民後見概論・対象者支援（障がい者）
9：00～15：00

10月15日（木） 介護保険制度・高齢者施策・障害者施策・生活保
護制度9：15～15：10

10月20日（火） 年金制度・国民健康保険制度・税・後見実施機関
の実務と市民後見人に対するサポート・市民後見
人による実践報告10：00～15：10

日　程 内　容日　程 内　容

10月27日（火） 対人援助の基礎・家庭裁判所の役割
10：00～14：30

10月29日（木） 事例検討9：00～12:00

11月5日（木） 事例検討・体験実習の留意点9：00～11：45
11月9日（月）～
20日（金）のうち2日間

施設体験
高齢者施設・障がい者施設

11月26日（木） 成年後見の実務10：00～15：30
12月1日（火）

成年後見の実務9：00～15：00
12月3日（木） 地域福祉の取り組み状況、社会資源・閉講式9：30～11：15

基礎編【21.5単位】 応用編【30単位】

※新型コロナウイルス感染症の状況により中止となる場合があります。

　４月１日より、事務局長を仰せつかりました小寺ひろ美です。
　もともとは手話通訳者派遣事業の立ち上げと共に手話通訳の専門職として社協に入職し、その後若い
通訳者に交代したのち、法人本体の業務に携わるようになりました。ですから、まだまだ未熟者ですので、
至らぬ点も多くあるかと思いますが、精いっぱい頑張ってまいりますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお
願いいたします。
　さて、現在新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐため、福祉活動センターぱれっとの貸館業務の中止
が続いております。ご不便をおかけして誠に申し訳ありません。その上で改めて皆さまにご報告がござい
ます。現在、新型コロナウイルス感染症の影響で生活が大変厳しい状況になられている方 の々相談が多
く寄せられています。そのニーズに対応するために、社協が一丸となり相談支援体制を強化し、さらに「３密」
を避けるため、ぱれっと会議室などを臨時相談ブースとして対応を行っております。それに伴い、ぱれっと
の貸館が、他の公共施設より長い期間（当面の間）できなくなりますので、この場をお借りしご報告させ
ていただきます。
　皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。　

事務局長 
小寺　ひろ美

事務局長あいさつ
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護制度9：15～15：10

10月20日（火） 年金制度・国民健康保険制度・税・後見実施機関
の実務と市民後見人に対するサポート・市民後見
人による実践報告10：00～15：10

日　程 内　容日　程 内　容

10月27日（火） 対人援助の基礎・家庭裁判所の役割
10：00～14：30

10月29日（木） 事例検討9：00～12:00

11月5日（木） 事例検討・体験実習の留意点9：00～11：45
11月9日（月）～
20日（金）のうち2日間

施設体験
高齢者施設・障がい者施設

11月26日（木） 成年後見の実務10：00～15：30
12月1日（火）

成年後見の実務9：00～15：00
12月3日（木） 地域福祉の取り組み状況、社会資源・閉講式9：30～11：15

基礎編【21.5単位】 応用編【30単位】

※新型コロナウイルス感染症の状況により中止となる場合があります。

　４月１日より、事務局長を仰せつかりました小寺ひろ美です。
　もともとは手話通訳者派遣事業の立ち上げと共に手話通訳の専門職として社協に入職し、その後若い
通訳者に交代したのち、法人本体の業務に携わるようになりました。ですから、まだまだ未熟者ですので、
至らぬ点も多くあるかと思いますが、精いっぱい頑張ってまいりますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお
願いいたします。
　さて、現在新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐため、福祉活動センターぱれっとの貸館業務の中止
が続いております。ご不便をおかけして誠に申し訳ありません。その上で改めて皆さまにご報告がござい
ます。現在、新型コロナウイルス感染症の影響で生活が大変厳しい状況になられている方 の々相談が多
く寄せられています。そのニーズに対応するために、社協が一丸となり相談支援体制を強化し、さらに「３密」
を避けるため、ぱれっと会議室などを臨時相談ブースとして対応を行っております。それに伴い、ぱれっと
の貸館が、他の公共施設より長い期間（当面の間）できなくなりますので、この場をお借りしご報告させ
ていただきます。
　皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。　

事務局長 
小寺　ひろ美

事務局長あいさつ
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　2020年度のはじめにあたりまして、地域福祉の向上を目指し、ご挨拶申し上げます。
私も６月に会長に就任以来一年になろうとしています。昨年を振り返ってみるとは相変わ
らず自然災害の多い年でした。特に台風１９号が上陸し大雨により大きな被害に見舞わ
れました。また、長年多くの皆さま方に愛されご利用いただいたデイサービスセンター諏
訪が３月末をもって閉所となりました。ご利用いただきました皆さま方に心よりお礼申し上
げます。今後はデイサービスセンター南畑とみずほ台をより充実したサービス提供に努
めてまいりますのでご支援とご協力をお願いいたします。
　今年は、はじめから新型コロナウイルス感染症の世界的な大流行により、多くのイベ
ントや総会などが中止になっております。社協でも２月に予定されていたふれあいバザー
は中止、また３月に予定されていた評議員会が開催できず、2020年度の事業計画・
予算が書面決議により承認をいただきました。
　現在、社協では新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例貸付の受付相談窓
口を開設しております。
　新型コロナウイルス感染症が一日も早く終息することを願うと共に、市民皆さま方の
益々のご健勝とご多幸を心よりご祈念申し上げましてご挨拶といたします。

実績 月 ２　月

派遣件数
個 人 ２８件（１３件）

３６件（１８件）

７７人（３４人）

３　月
５１件（１７件）
７件 （３件）

６４人（２１人）

４　月
４３件（１３件）
　８件（　２件）

５４人（１７人）

団 体

延 通 訳 者 数

＊（　　）の数字は三芳町への派遣分

　福祉に関する相談をしたい・社協の事業について
聞きたい・住んでいる地域の色々な課題を聞いてほ
しい・お買い物ついでに・近所だから・・・など、
理由はなんでもＯＫ♪
お茶を飲みながら職員とお話ししましょう。
お待ちしております。
日にち
　　6 月 23 日（火）ウエルシア富士見鶴瀬東店
　　7 月 28 日（火）ウエルシア富士見鶴馬店
　　8 月 25 日（火）ウエルシア富士見鶴瀬東店
　　9 月 29 日（火）ウエルシア富士見鶴馬店
時　間
　　10：00 ～ 12：00

　富士見市内で雑貨店を経営されている神谷淳弘さ
まより「新型コロナウイルスの感染防止対策に役立
ててほしい」とマスク約 2 万 2 千枚の寄付をいただ
きました。特にマスクを必要とする高齢者施設や障
がい者施設などに配布し、有効に活用させていただ
きます。本当にありがとうございました。

＜一般寄付＞

695
＜物品寄付＞

＜指定寄付＞

＜フードバンク＞

＜子ども未来応援基金＞

富士見市社会福祉協議会HP

写真　左：神谷淳弘さま　右：新井会長

あきひろ

※新型コロナウイルス感染症の状況により中止となる場合があります。

　富士見市社会福祉協議会では、市内店舗などにご協力
いただき、「ふれあいの箱」という卓上募金箱を設置さ
せていただいております。
　2019 年度は合計 25,885 円の募金をいただきまし
た。ありがとうございました。
協力店舗（敬称略）
諏訪／ゆんたく亭●上沢／丸上ストアー●渡戸／渡戸 3
丁目集会所●鶴瀬西／みはる美容室●鶴馬／ケアセン
ターふじみ●西みずほ台／クリーニング ベル、吾妻寿
司、ヒロテスポーツ、ヒロテ文具●水子／大應寺、やな
川●貝塚／美代寿司

次回は社協だより

秋号（10月１日）になります
社会福祉法人
富士見市社会福祉協議会 会長　新井　幸雄　　　　
富士見市大字鶴馬1932番地7
市民福祉活動センター「ぱれっと」内

発行発行

※上記以外にも多くの皆さまに寄付をいただきました。ありがとうございました。

TEL　049-254-0747
FAX　049-255-4374

会　長
新井　幸雄

会長あいさつ

　新型コロナウイルス感染症拡大の状況を踏まえて、富士見市社会福祉協議会が主催する各種事業の

開催を中止、または延期する場合がございます。館内掲示・社協 HP などで状況をお知らせいたしま

すので、必要に応じてご確認いただきますようお願いいたします。

　また、緊急小口資金と総合支援資金の受付相談は４月より富士見市社会福祉協議会でお受
けしております。新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金にお困りの方は専

用の携帯電話番号へご連絡ください。

　来所相談は完全予約制となりますので、お電話にてご予約の上ご来所ください。

専用携帯電話番号：090-6303-8918 または 090-6304-8537
★受付時間：月～金 9：00 ～ 12：00

　
　
※窓口混雑につき、つながりにくい場合もございますのでご理解ください。

新型コロナウイルス感染症
富士見市社協の対応について
新型コロナウイルス感染症
富士見市社協の対応について

13：00 ～ 16：30


